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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
資
源
管

理
方
針
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
条
第
十

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

第
六
の
１
⑵
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
及
び
「
第
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を

加
え
る
。

　

別
紙
一
―
四
の
第
二
⑵
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

⑵　

漁
獲
量
の
管
理
の
手
法
等

　
　
　
　

当
該
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る
管
理
の
手
法
は
、
漁
獲
量
の
総
量
の
管
理
と
し
、
漁
獲
量
等
の
報

　
　
　

告
期
限
は
、
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
三
日
以
内
（
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年

　
　
　

法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
休
日
は
算
入
し
な
い
。
）
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
八
号

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
、
す
る
め
い
か
、
か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸

内
海
系
群
及
び
ぶ
り
に
関
す
る
令
和
八
管
理
年
度
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次

の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
、
す
る
め
い
か
、
か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内
海
系

群
及
び
ぶ
り
に
関
す
る
令
和
八
管
理
年
度
（
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期

間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

第
一　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

　
　
　

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

　
　

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業
区
分

一
四
・
一
ト
ン

備
考　

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量　

一
四
・
一
ト
ン

第
二　

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

　
　
　

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

　
　

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業
区
分

一
八
・
六
ト
ン

備
考　

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量　

一
八
・
六
ト
ン

第
三　

す
る
め
い
か

　
　
　

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

　
　

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
す
る
め
い
か
漁
業
区
分

現
行
水
準



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二

（
告
示
）

備
考　

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量　

現
行
水
準

第
四　

か
た
く
ち
い
わ
し
瀬
戸
内
海
系
群

　
　
　

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

　
　

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
か
た
く
ち
い
わ
し
（
瀬
戸
内
海
系
群
）
漁

業
区
分

四
四
、
〇
〇
〇
ト
ン
の
内
数

備
考　

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量　

四
四
、
〇
〇
〇
ト
ン
の
内
数

第
五　

ぶ
り

　
　
　

法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理

　
　

区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

大
分
県
ぶ
り
漁
業
区
分

試
行
水
準

備
考　

本
県
に
定
め
ら
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量　

試
行
水
準

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
六
十
九
号

　

大
分
県
公
共
工
事
請
負
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

発
注
者
は
、
受
注
者
の
施
工
す
る
工
事
及
び
設
計
図
書
に
示
し
た
他
の
機
関
の
発
注
に
係
る
他
の
工
事

　

が
施
工
上
密
接
に
関
連
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
施
工
に
つ
き
、
当
該
他
の
機

　

関
と
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
受
注
者
は
、
発
注
者
の
調
整
に
従
い
、
当
該

　

他
の
機
関
の
発
注
に
係
る
他
の
工
事
の
円
滑
な
施
工
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
及
び
雇
用
保
険
に
係
る
法
定
福
利
費
」
を
「
法
定
福
利

費
（
建
設
工
事
に
従
事
す
る
者
の
健
康
保
険
料
等
の
事
業
主
負
担
額
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

発
注
者
は
、
第
一
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
受
注
者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で
き
る
限
り
勘
案
し
十

　

分
な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
受
注
者
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
当
該

　

協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
を
請
求
し
た
こ
と
又
は
第

　

六
十
三
条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な

　

い
。

　

第
二
十
四
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

発
注
者
は
、
第
一
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
受
注
者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で
き
る
限
り
勘
案
し
十

　

分
な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
受
注
者
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
当
該

　

協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
を
請
求
し
た
こ
と
又
は
第

　

六
十
三
条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な

　

い
。

　

第
二
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９　

発
注
者
は
、
第
三
項
又
は
第
七
項
の
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
受
注
者
か
ら
の
意
見
の
趣
旨
を
で
き
る
限

　

り
勘
案
し
十
分
な
協
議
を
行
う
よ
う
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
受
注
者
と
の
間
で
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た

　

こ
と
、
当
該
協
議
に
関
し
て
受
注
者
が
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
若
し
く
は
調
停
を
請
求
し
た

　

こ
と
又
は
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
仲
裁
を
申
請
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て

　

は
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
七
十
号

　

大
分
県
土
木
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
三
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

第
二
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
賃
金
の
変
動
に
基
づ
く
業
務
委
託
料
の
額
の
変
更
）

第
二
十
五
条
の
二　

履
行
期
間
中
に
お
い
て
、
日
本
国
内
に
お
け
る
賃
金
水
準
に
予
期
し
得
な
い
急
激
な
変

　

動
が
生
じ
、
そ
の
結
果
業
務
委
託
料
の
額
が
著
し
く
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
発
注
者

　

又
は
受
注
者
は
、
業
務
委
託
料
の
額
の
変
更
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
協
議
を
申
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き

　

る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
入
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。

　

一　

申
入
れ
時
点
に
お
い
て
、
本
契
約
の
履
行
期
間
が
二
月
以
上
残
存
し
て
い
る
こ
と
。
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二　

当
該
変
更
額
が
、
変
動
前
業
務
委
託
料
の
額
（
業
務
委
託
料
の
額
か
ら
既
履
行
部
分
に
対
応
す
る
金

　
　

額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
と
変
動
後
業
務
委
託
料
の
額
（
変
動
後
の
賃
金
水
準
を
基
礎
と
し
て
算

　
　

出
し
た
変
動
前
業
務
委
託
料
の
額
に
相
応
す
る
額
を
い
う
。
）
と
の
差
額
の
う
ち
、
変
動
前
業
務
委
託

　
　

料
の
額
の
千
分
の
十
を
超
え
る
額
で
あ
る
こ
と
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
入
れ
を
行
っ
た
発
注
者
又
は
受
注
者
は
、
算
定
根
拠
資
料
を
添
付
し
た
変
更

　

請
求
書
類
を
相
手
方
に
提
出
し
、
発
注
者
と
受
注
者
で
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４　

前
項
の
協
議
を
行
っ
た
場
合
、
発
注
者
は
、
協
議
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
受
注
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

　

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
が
当
該
通
知
を
受
領
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
書
面
に
よ

　

り
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
受
注
者
は
当
該
決
定
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
百
七
十
一
号

　

大
分
県
建
築
設
計
業
務
等
委
託
契
約
約
款
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

第
三
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
賃
金
の
変
動
に
基
づ
く
業
務
委
託
料
の
額
の
変
更
）

第
三
十
条
の
二　

履
行
期
間
中
に
お
い
て
、
日
本
国
内
に
お
け
る
賃
金
水
準
に
予
期
し
得
な
い
急
激
な
変
動

　

が
生
じ
、
そ
の
結
果
業
務
委
託
料
の
額
が
著
し
く
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
発
注
者
又

　

は
受
注
者
は
、
業
務
委
託
料
の
額
の
変
更
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
協
議
を
申
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
入
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
る
。

　

一　

申
入
れ
時
点
に
お
い
て
、
本
契
約
の
履
行
期
間
が
二
月
以
上
残
存
し
て
い
る
こ
と
。

　

二　

当
該
変
更
額
が
、
変
動
前
業
務
委
託
料
の
額
（
業
務
委
託
料
の
額
か
ら
既
履
行
部
分
に
対
応
す
る
金

　
　

額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
と
変
動
後
業
務
委
託
料
の
額
（
変
動
後
の
賃
金
水
準
を
基
礎
と
し
て
算

　
　

出
し
た
変
動
前
業
務
委
託
料
の
額
に
相
応
す
る
額
を
い
う
。
）
と
の
差
額
の
う
ち
、
変
動
前
業
務
委
託

　
　

料
の
額
の
千
分
の
十
を
超
え
る
額
で
あ
る
こ
と
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
入
れ
を
行
っ
た
発
注
者
又
は
受
注
者
は
、
算
定
根
拠
資
料
を
添
付
し
た
変
更

　

請
求
書
類
を
相
手
方
に
提
出
し
、
発
注
者
と
受
注
者
で
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４　

前
項
の
協
議
を
行
っ
た
場
合
、
発
注
者
は
、
協
議
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
受
注
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

　

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
が
当
該
通
知
を
受
領
し
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
書
面
に
よ

　

り
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
受
注
者
は
当
該
決
定
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


